
―
役
員
退
職
給
与
の
適
正
額
の算

定
方
法
―

は
じ
め
に

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
の
「
検
索
キ
ー

ワ
ー
ド
ベ
ス
ト
２０
」
で
、
毎
月

上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
キ
ー
ワ

ー
ド
と
し
て
、「
役
員
退
職
給

与
」「
役
員
退
職
金
」「
退
職
金
」

「
退
職
慰
労
金
」
が
あ
り
ま
す
。

役
員
の
退
職
金
関
係
の
情
報

を
洩
れ
な
く
集
め
た
い
場
合

は
、
条
文
に
沿
っ
て
「
役
員
退

職
給
与
」
で
検
索
し
て
く
だ
さ

い
。そ

こ
で
、
今
回
は
、
役
員
退

職
給
与
の
適
正
額
の
算
定
方
法

に
つ
い
て
争
わ
れ
た
事
例
を
ご

紹
介
し
ま
す
。

１
�
役
員
退
職
給
与
の

適
正
額
の
判
断
基
準

役
員
退
職
給
与
の
額
う
ち
、

「
不
相
当
に
高
額
な
部
分
の
金

額
」
は
、
損
金
の
額
に
算
入
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
（
法
法

３４
②
、
旧
法
法
３６
）
。

こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
役
員

退
職
給
与
の
う
ち
、
実
質
的
に

利
益
処
分
の
性
質
を
有
し
て
い

る
部
分
に
つ
い
て
、
損
金
算
入

を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

法
人
が
租
税
負
担
を
不
当
に
回

避
す
る
こ
と
を
防
止
し
、
適
正

な
課
税
を
確
保
す
る
も
の
で
あ

る
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
（
札
幌

地
裁
平
成
１１
年
１２
月
１０
日
判
決

・
Ｚ
２
４
５－

８
５
４
３
）
。

「
不
相
当
に
高
額
な
部
分
の

金
額
」
と
は
、
①
業
務
に
従
事

し
た
期
間
、
②
そ
の
退
職
の
事

情
、
③
同
業
種
・
類
似
規
模
法

人
の
役
員
退
職
給
与
の
支
給
状

況
等
に
照
ら
し
、
役
員
退
職
給

与
と
し
て
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
金
額
を
超
え
る
部
分
の

金
額
を
い
い
ま
す
（
法
令
７０

ニ
、
旧
法
令
７２
）
。

具
体
的
に
は
、
役
員
退
職
給

与
の
適
正
額
を
、
①
功
績
倍
率

法
（
平
均
功
績
倍
率
法
・
最
高

功
績
倍
率
法
）
、
②
１
年
当
た
り

平
均
額
法
、
な
ど
に
よ
っ
て
算

定
し
て
判
断
し
ま
す
。

２
�
平
均
功
績
倍
率
法

平
均
功
績
倍
率
法
は
、
役
員

の
功
績
は
退
職
時
の
報
酬
に
反

映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
、

同
業
種
・
類
似
規
模
法
人
（
比

較
法
人
）
の
役
員
退
職
給
与
の

支
給
状
況
を
平
均
功
績
倍
率
と

し
て
把
握
し
、
役
員
退
職
給
与

の
適
正
額
を
算
定
す
る
方
法
で

す
。

〔
最
終
報
酬
月
額
×
勤
続
年
数

×
平
均
功
績
倍
率＝

適
正
額
〕

た
だ
し
、
次
の
裁
判
例
の
よ

う
に
、
平
均
功
績
倍
率
を
基
礎

に
退
職
者
等
の
特
殊
の
事
情
を

加
味
し
て
適
正
額
が
算
定
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

平
２１
・
２
・
２６
大
分
地
裁

（
一
部
取
消
し
）

Ｚ
８
８
８－

１
４
５
２

原
告
は
、
一
般
貨
物
自
動
車

運
送
業
及
び
不
動
産
賃
貸
業
等

を
営
む
法
人
で
、
代
表
取
締
役

（
創
業
者
）
Ａ
が
死
亡
退
職
し

た
こ
と
か
ら
、
生
命
保
険
金
を

原
資
と
し
て
、
役
員
退
職
慰
労

金
規
程
に
よ
り
、
死
亡
退
職
金

２
億
６
１
０
０
万
円
を
支
給
す

る
こ
と
と
し
平
成
１５
年
３
月
期

の
損
金
の
額
に
算
入
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
大
分
税
務

署
長
は
、
死
亡
退
職
金
の
う

ち
、
１
億
５
５
４
０
万
円
を
超

え
る
部
分
は
「
不
相
当
に
高
額

な
部
分
の
金
額
」
に
当
た
る
等

と
し
て
更
正
処
分
を
行
い
ま
し

た
。裁

判
所
で
は
、
次
の
と
お

り
、
創
業
者
と
し
て
の
Ａ
の
事

情
等
も
考
慮
し
た
上
で
、
役
員

退
職
給
与
の
適
正
額
を
、
１
億

９
４
２
５
万
円
〔
最
終
報
酬
月

額
１
５
０
万
円
×
勤
続
年
数
３７

年
×
功
績
倍
率
３
・
５
〕
と
算

定
し
て
、
更
正
処
分
の
一
部
を

取
り
消
し
ま
し
た
。

①

処
分
行
政
庁
の
比
較
法
人

（
５
法
人
）
の
抽
出
及
び
平
均

功
績
倍
率
（
２
・
３
）
算
定
自

体
に
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。

②

原
告
は
、
功
績
倍
率
３
・

５
と
主
張
す
る
が
、
功
労
金
等

を
含
め
て
計
算
す
る
と
、
功
績

倍
率
は
４
・
６
に
な
る
。

③

本
件
特
有
の
事
情
と
し

て
、
原
告
は
同
業
種
・
類
似
規

模
法
人
に
比
し
て
経
営
内
容
は

良
好
で
、
平
均
功
績
倍
率
は
、

原
告
よ
り
全
般
に
業
績
の
劣
る

比
較
法
人
の
平
均
値
に
す
ぎ
な

い
こ
と
、
比
較
法
人
数
が
少
な

い
と
、
比
較
法
人
の
抽
出
の
範

囲
・
方
法
に
よ
り
法
人
数
が
わ

ず
か
に
異
な
る
だ
け
で
平
均
値

は
容
易
に
変
動
し
て
し
ま
う
こ

と
、
Ａ
の
創
業
者
の
功
労
等
、

報
酬
額
に
相
当
の
影
響
を
及
ぼ

す
事
情
は
平
均
値
算
出
過
程
で

は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

が
あ
る
。

④

本
件
の
場
合
は
、
比
較
法

人
の
平
均
功
績
倍
率
に
加
え
、

そ
の
功
績
倍
率
の
分
布
状
況
、

平
均
値
算
出
過
程
で
は
十
分
考

慮
さ
れ
て
い
な
い
役
員
退
職
給

与
額
に
相
当
の
影
響
を
及
ぼ
す

原
告
や
Ａ
の
事
情
を
も
考
慮
し

て
、
不
相
当
に
高
額
な
部
分
の

有
無
及
び
金
額
を
判
断
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
。

⑤

処
分
行
政
庁
が
、
功
績
倍

率
が
低
い
３
法
人
を
除
外
し
、

２
法
人
の
み
を
比
較
法
人
と
し

て
平
均
功
績
倍
率
３
・
０
９
４

と
算
出
し
、
原
告
の
採
用
し
て

い
た
功
績
倍
率
３
・
５
を
近
似

値
と
し
て
相
当
と
し
て
い
る
こ

と
は
、
原
告
と
他
の
同
業
種
・

類
似
規
模
法
人
と
の
業
績
の
差

異
及
び
創
業
者
と
し
て
の
功
績

を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
判
断
に

相
応
の
合
理
性
が
あ
る
。

３
�
最
高
功
績
倍
率
法

最
高
功
績
倍
率
法
は
、
比
較

法
人
の
最
高
値
の
功
績
倍
率
を

用
い
て
適
正
額
を
算
定
し
ま
す
。

平
１０
・
４
・
７
仙
台
高
裁

（
一
部
取
消
し
）

Ｚ
２
３
１－

８
１
３
５

平
１０
・
１０
・
７
最
高
裁

（
棄
却
・
不
受
理
）

Ｚ
２
３
８－

８
２
５
３

こ
の
事
案
は
、
不
動
産
の
管

理
及
び
賃
貸
等
を
営
む
原
告

が
、そ
の
代
表
取
締
役（
創
業
者
）

の
死
亡
退
職
金
９
１
０
０
万
円

を
損
金
の
額
に
算
入
し
た
こ
と

か
ら
争
わ
れ
た
も
の
で
す
。

裁
判
所
で
は
、
次
の
と
お

り
、
適
正
額
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
功
績
倍
率
と
し
て
、
最
高

値
の
３
・
１８
を
採
用
し
ま
し

た
。

〔
最
終
報
酬
月
額
５０
万
円
×
勤

続
年
数
１１
年
×
功
績
倍
率
３
・

１８＝

１
７
５
０
万
円
〕

①

課
税
庁
の
比
較
法
人
抽
出

基
準
は
合
理
性
が
あ
る
。

②

し
か
し
、
結
果
と
し
て
抽

出
さ
れ
た
比
較
法
人
は
４
法
人

５
事
例
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
判
明
し
た
功
績
倍
率
に

は
１
・
３
〜
３
・
１８
の
開
差
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
平
均
功

績
倍
率
２
・
３
に
基
づ
い
て
算

出
さ
れ
た
相
当
額
を
超
え
て
い

れ
ば
直
ち
に
超
過
額
が
全
て
過

大
な
退
職
給
与
に
当
た
る
こ
と

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

③

比
較
法
人
の
う
ち
、
功
績

倍
率
の
最
高
値
３
・
１８
を
示
し

て
い
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
平

均
値
と
の
開
差
も
１
・
３８
倍
程

度
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
特
異

な
値
と
は
解
さ
れ
な
い
の
で
、

本
件
に
お
い
て
は
最
高
功
績
倍

率
こ
そ
が
有
力
な
参
考
基
準
と

な
る
。

４
�
１
年
当
た
り
平
均

額
法

１
年
当
た
り
平
均
額
法
は
、

比
較
法
人
の
退
職
役
員
の
勤
続

年
数
１
年
当
た
り
平
均
退
職
給

与
の
額
に
基
づ
き
適
正
額
を
算

定
す
る
方
法
で
す
。

〔
１
年
当
た
り
平
均
退
職
給
与

の
額
×
勤
続
年
数＝

適
正
額
〕

平
１２
・
４
・
２０
非
公
開
裁
決

（
一
部
取
消
し
）

Ｆ
０－

２－

０
３
０

こ
の
事
案
は
、
建
設
・
不
動

産
業
等
を
営
む
審
査
請
求
人

が
、
死
亡
退
職
し
た
前
代
表
取

締
役
に
対
し
、
役
員
退
職
給
与

４
７
０
０
万
円
を
支
給
し
、
平

成
９
年
１２
月
期
の
損
金
の
額
に

算
入
し
た
と
こ
ろ
、
原
処
分
庁

か
ら
、
役
員
退
職
給
与
の
う
ち

３
４
４
０
万
円
は
「
不
相
当
に

高
額
な
部
分
」
で
あ
る
と
し
て

更
正
処
分
を
受
け
た
も
の
で
す
。

不
服
審
判
所
で
は
、
平
均
功

績
倍
率
法
と
１
年
当
た
り
平
均

額
法
で
適
正
額
を
算
定
し
、
審

査
請
求
人
に
有
利
な
１
年
当
た

り
平
均
額
法
の
適
正
額
に
基
づ

き
、
僅
か
な
が
ら
も
更
正
処
分

の
一
部
を
取
り
消
し
て
い
ま
す
。

①

平
均
功
績
倍
率
法

最
終
報
酬
月
額
４５
万
円
×
勤
続

年
数
６
・
６
年
×
平
均
功
績
倍

率
３
・
６≒

１
０
６
９
万
円

②

１
年
当
た
り
平
均
額
法

１
年
当
た
り
平
均
退
職
給
与
の

額
１
９
６
万
４
千
円
×
勤
続
年

数
６
・
６
年≒

１
２
９
６
万
円

な
お
、
１
年
当
た
り
平
均
額

法
は
、
役
員
の
最
終
報
酬
月
額

が
低
い
場
合
に
、
適
正
額
の
算

定
に
採
用
さ
れ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

〔
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
の
検
索
方
法
〕

一
般
検
索
の
場
合

【
税
区
分
】

法
人
税

【
検
索
範
囲
】
判
決

裁
決

【
検
索
キ
ー
ワ
ー
ド
】

役
員
退
職
給
与

功
績
倍
率

１
年
当
た
り
平
均
額
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